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シルバーピア（高齢者集合住宅）
空き家使用予定者募集案内　ポイント方式

　本募集では、文京区が設置するシルバーピア（高齢者集合住宅）において、今後１年以内に空き家が発
生した場合に使用予定者となる方を登録します。登録にあたっては、申込者の居住環境、収入、家賃及
び年齢などをポイント化し、その総合点により順位を付けます。空き家使用予定者は、空き家が発生す
るごとに、順位に従って２次審査を行い、入居可能となります。

申込期間

注意事項

申込方法
提出先
問合せ先

令和５年６月15日（木）
～７月６日（木）

●　申込みは１世帯につき１通です。同一人の氏名を２通以上の
使用申込書に記載するなど、重複申込みは無効となります。

●　シルバーピアには介護等のサービスはありません。
●　空き家が発生した住宅から順に入居していただきますので、

特定のシルバーピアを選んで申込むことはできません。

●　使用申込書に必要事項を記入し、下記提出先に申込者本人が
持参してください。

　※原則として、郵送による申込みはできません。疾患等により
外出が不安な方や、一時的な入院などで持参できない場合は、
下記問合せ先へ電話にてご相談ください。

●　ポイントの認定には、申込内容（居住環境・収入・家賃等）
を証明する書類（原本）の提示が必要です。１８ページをご
確認のうえ、申込み時に必要な書類を持参してください。

　※申込内容を証明する書類の提示が申込期間中に間に合わない
場合は、申込期間中に申込みのうえ、７月１３日（木）まで
に提示してください。

●　使用申込書の「ポイント認定結果のお知らせ」はがきに必ず
６３円分の切手を貼ってください。

【提出先・問合せ先】
〒112-8555　文京区春日一丁目１６番２１号
文京シビックセンター１１階北側　文京区福祉住宅サービス
電話　０３－５８０３－１２３８（直通）
　平日　午前９時から午後５時まで

※受付時間は、平日午前９時から午後５時まで
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●　シルバーピアの概要
　シルバーピアとは、高齢者のみの世帯を対象とした集合住宅です。下記の設備等を備え
ています。
エレベーター、手すり、緊急通報システム装置、集会室、自動火災報知器、洋式ト
イレ、台所・浴室・洗面所の３点給湯、玄関インターホン（原則として駐輪場はあ
りません。）

　また入居者の安否確認や緊急時の対応、関係機関への連絡等を行う、生活援助員が配置
されています。

単身世帯用シルバーピア
【間取り】　６畳（和室）、台所、浴室、トイレ、冷暖房機付き

名　　称 住　所 住戸数 住戸専用面積 構　　造

シルバーピアおおつか 大塚 4 - 18 - 1 20 戸 26.5～27.6㎡ 鉄筋コンクリート造 5階建

シ ル バ ー ピ ア 千 石 千石3 - 36 - 11 12 戸 25.5㎡ 鉄筋コンクリート造 4階建

シ ル バ ー ピ ア 向 丘 向丘 2 - 22 - 9 12 戸 28.8㎡ 鉄筋コンクリート造 3階建

シルバーピアはくさん 白山 2 - 17 - 3 17 戸 24.3～27.2㎡ 鉄骨造一部鉄筋造 3階建

シルバーピアはくさん台 白山 4 - 31 - 4 18 戸 27.8～30.3㎡ 鉄筋コンクリート造 4階建

シルバーピア坂下通り 大塚 5 - 14 - 2 18 戸 27.9～28.5㎡ 鉄筋コンクリート造 5階建

シルバーピア千石二丁目 千石 2 - 26 - 3 32 戸 26.6～31.7㎡ 鉄筋コンクリート造 7階建

シ ル バ ー ピ ア 根 津 根津1 - 15 - 12 25 戸 29.3～36.3㎡ 鉄骨鉄筋コンクリート造 13階建

シ ル バ ー ピ ア 湯 島 湯島 3 - 2 - 3 26 戸 33.3～33.9㎡ 鉄骨鉄筋コンクリート造 10階建

二人世帯用シルバーピア
【間取り】６畳、4.5畳（和室又は洋室）、台所、浴室、トイレ、冷暖房機付き

名　　称 住　所 住戸数 住戸専用面積 構　　造

シ ル バ ー ピ ア 千 石 千石3 - 36 - 11 2 戸 38.4、38.8㎡ 鉄筋コンクリート造 4階建

シ ル バ ー ピ ア 向 丘 向丘 2 - 22 - 9 2 戸 37.4㎡ 鉄筋コンクリート造 3階建

シルバーピアはくさん台 白山 4 - 31 - 4 1 戸 41.8㎡ 鉄筋コンクリート造 4階建

シルバーピア坂下通り 大塚 5 - 14 - 2 2 戸 39.3、39.4㎡ 鉄筋コンクリート造 5階建

シルバーピア千石二丁目 千石 2 - 26 - 3 4 戸 36.9～43.3㎡ 鉄筋コンクリート造 7階建

シ ル バ ー ピ ア 根 津 根津1 - 15 - 12 3 戸 44.2～46.4㎡ 鉄骨鉄筋コンクリート造 13階建

シ ル バ ー ピ ア 湯 島 湯島 3 - 2 - 3 10 戸 45.3～48.6㎡ 鉄骨鉄筋コンクリート造 10階建



4

●　月額使用料（例）
　シルバーピアの使用料は、世帯の所得・住宅のある地域・住宅の広さ・建築年数によって決
まります。
　下表は、各シルバーピアの使用料の一例です。

単身世帯用シルバーピアの場合

二人世帯用シルバーピアの場合

所得金額
0円

～

1,248,000円

1,248,001円

～

1,476,000円

1,476,001円

～

1,668,000円

1,668,001円

～

1,896,000円

1,896,001円

～

2,232,000円

2,232,001円

～

2,568,000円

シルバーピアおおつか 16,800 円 19,400 円 22,200 円 25,000 円 28,600 円 33,000 円

シルバーピア千　　石 16,300 円 18,800 円 21,500 円 24,300 円 27,700 円 32,000 円

シルバーピア向　　丘 18,700 円 21,600 円 24,700 円 27,800 円 31,800 円 36,700 円

シルバーピアはくさん 15,000 円 17,300 円 19,800 円 22,300 円 25,500 円 29,400 円

シルバーピアはくさん台 18,200 円 21,000 円 24,000 円 27,000 円 30,900 円 35,700 円

シルバーピア坂下通り 18,200 円 21,000 円 24,000 円 27,100 円 31,000 円 35,700 円

シルバーピア千石二丁目 17,700 円 20,400 円 23,400 円 26,400 円 30,200 円 34,800 円

シルバーピア根　　津 21,400 円 24,700 円 28,200 円 31,900 円 36,400 円 42,000 円

シルバーピア湯　　島 22,200 円 25,600 円 29,300 円 33,000 円 37,700 円 43,600 円

所得金額
0円

～

1,628,000円

1,628,001円

～

1,856,000円

1,856,001円

～

2,048,000円

2,048,001円

～

2,276,000円

2,276,001円

～

2,612,000円

2,612,001円

～
2,948,000円

シルバーピア千　石 24,800 円 28,600 円 32,800 円 37,000 円 42,200 円 48,700 円

シルバーピア向　丘 24,300 円 28,000 円 32,100 円 36,200 円 41,300 円 47,700 円

シルバーピアはくさん台 27,300 円 31,500 円 36,100 円 40,700 円 46,500 円 53,700 円

シルバーピア坂下通り 25,700 円 29,700 円 33,900 円 38,300 円 43,700 円 50,500 円

シルバーピア千石二丁目 28,500 円 32,900 円 37,700 円 42,500 円 48,600 円 56,000 円

シルバーピア根　津 30,100 円 34,700 円 39,700 円 44,800 円 51,200 円 59,100 円

シルバーピア湯　島 32,300 円 37,300 円 42,700 円 48,100 円 55,000 円 63,500 円

＊　一定の事由がある場合に減免を受けることができます。
＊　入居後は、「収入申告書」等を提出していただき、収入を認定した上で、翌年度の使用料

を決定します。
＊　この他に、共益費 1,500 円と住宅内で使用した光熱水費の負担があります。
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●　申　込　資　格
　次の１～６（４～６は単身用・二人世帯用共通）のすべてにあてはまる方に限ります。

　◎単身世帯用シルバーピア
１　６５歳以上（昭和３３年７月７日以前の生まれ）で、ひとり暮らしであり、そのことが住
民票で証明できること。
２　文京区内に引き続き３年以上（令和２年７月７日以前から）居住しており、そのことが住
民票で証明できること。
３　所得が定められた基準内であること。

※　別居する所得税法上の扶養親族がいる場合は、福祉住宅サービスへお問合せください。
※　所得基準の計算方法は、７～１３ページをご覧ください。

　◎二人世帯用シルバーピア
１　６５歳以上（昭和３３年７月７日以前の生まれ）の者と、６０歳以上（昭和３８年７月７
日以前の生まれ）の親族（配偶者、２親等以内の親族、内縁関係及び事実上親族と同様の事
情にある者）とのふたり暮らしであり、そのことが住民票で証明できること。
※事実上親族と同様の事情にある者とは、「婚姻により生じる義務と同等の関係を有すると
認められる同性の者（配偶者を有する場合を除く。）」をいいます。この場合、２次審査で
要件を満たしていることを確認できる公的書類（パートナーシップ宣誓書受領書、合意契
約公正証書等）を提出していただきます。詳しくは、福祉住宅サービスへお問合せくださ
い。
※内縁関係とは、住民票で「未届の夫（又は妻）」となっており、戸籍上の配偶者がいない
ことをいいます。

２　申込者本人及び同居親族が、文京区内に引き続き３年以上（令和２年７月７日以前から）
居住しており、そのことが住民票で証明できること。
３　所得が定められた基準内であること。

※申込者又は同居親族に、別居する所得税法上の扶養親族がいる場合は、福祉住宅サービス
へお問合せください。
※所得基準の計算方法は、７～１３ページをご覧ください。

所得金額　０円～２,５６８,０００円

２人の場合 所得金額　０円～２,９４８,０００円
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◎単身用・二人世帯用シルバーピア共通
４　自立して日常生活が営めること。
　（歩行、食事、着脱衣、入浴、排せつ等の日常生活の基本的な動作の大半を介護を受けなけ
ればならない方は、シルバーピア入居後も常時居宅においてその介護を受けること。）
５　現に住宅に困窮していること。
　申込者及び同居親族に、①住宅又は土地の所有者（共有持分がある方、借地上に住宅を所有
している方及び借地上の住宅に共有持分がある方を含む。）、②公的な住宅（UR賃貸住宅、公
社住宅及び公営住宅）の名義人がいる場合は、申し込みはできません。ただし、①については
次の場合には申し込むことができます。
　①　不動産所有者

ア 	著しく老朽化し、かつ法的に再建築が困難である住宅を所有しており、その住宅を取
り壊す予定である。

　 	　なお、２次審査で取り壊しの契約書等、入居後２か月以内に取り壊しを証明する閉
鎖事項証明書の提出が必要です。

イ 	正当な事由による立退要求等により、住宅又は土地の所有者でなくなる（滞納等本人
に帰責事由がある場合を除く。）

　 	　なお、２次審査で所有権移転を証明する登記事項証明書の提出が必要です。
６　申込者及び同居親族が暴力団員でないこと。
※暴力団員とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する
暴力団員をいいます。なお、暴力団員でないことを確認するため、警視庁へ照会する場合
があります。

●外国人は１、２のほかに、日本国に永住・定住することを認められた方であること。また、
同居者は、日本国で住民登録をしており、在留資格が確認できること。

【ご注意】

申込窓口で、ポイントの認定は行いません。

必ず連絡がとれる連絡先をご記入ください。

　ポイントは、提出書類に基づいて審査したうえで認定します。ポイントの算定方法に関
するご説明はしますが、申込時に窓口で各申込者の具体的なポイントをお伝えすることは
できません。
　なお、所得月額や家賃負担割合の認定は、個別の事情により異なりますので、窓口での
ご説明は、あくまでも参考としてお聞きください。

　申込後に、申込内容に関する確認の連絡を差し上げる場合がありますので、必ず連絡が
とれる連絡先をご記入ください。
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（１）所得の種類を確認しましょう

（２）申込者及び同居親族の所得の合計はいくらですか？

★所得としないもの
①　次の収入は所得となりません。
　仕送り、増加恩給（これに併給される普通恩給を含む。）、遺族年金、障害年金、失業給付金、
労災保険の各種給付金、生活扶助料等の非課税所得、退職金等の一時的な所得
②　給与所得及び事業所得は、過去に収入があっても、申込期間現在、退職又は廃業により収入

がない場合は、その収入に限り所得となりません。
　※２次審査で、その状況を証明する資料を提出していただきます。

①　８～１１ページで個人の総収入額を確認します。
②　８ページ（給与所得）・１１ページ（年金所得）の計算式
に①総収入をあてはめて、シルバーピアの個人所得を確認
します。
③　１３ページの個人に係る特別控除を確認します。
④　個人所得を計算します。
⑤　各個人所得を合算し、世帯の所得合計を計算します。
⑥　１２ページの世帯所得にかかわる特別控除を確認します。
⑦　差引所得金額を計算します。

給与所得とは
　給料、賃金、ボーナスなど
の所得です。
　例えば、会社員、パート、
アルバイト、事業専従者など
の所得をいいます。
　｢年収｣ とは、給与所得控
除をする前の金額であり、
「所得」とは異なります。

事業等所得とは
　事業所得､ 利子所得､ 配
当所得､ 不動産所得､ 雑所
得などの所得です。
　例えば、自営業､ 外交員
などの所得をいいます。
　これらの所得は確定申告
書でご確認ください。

年金所得とは
　厚生年金､ 老齢年金、国
民年金､ 共済年金などの所
得です。
　なお、個人年金は、税法
上『雑所得』であり、「年
金所得」ではなく「事業等
所得」になります。

Ａ ８～９ページをご覧ください Ｂ １０ページをご覧ください Ｃ １１ページをご覧ください

収入がある方の
名前 ①総収入

②所得―③特別控除（２）＝④個人所得
※マイナスになる場合は０円

　　　　　　円 　　　　　　―　　　　　　　＝　　　　　　　　　円
　　　　　　円 　　　　　　―　　　　　　　＝　　　　　　　　　円
　　　　　　円 　　　　　　―　　　　　　　＝　　　　　　　　　円

合計 ⑤所得合計　� 円

⑤所得合計

円 円 円

⑥特別控除（１） ⑦差引所得金額

①総収入
②所得
③特別控除（２）
⑥特別控除（１）
⑦差引所得額
は1７ページ（使用申込書の
書き方）を参考にして、使用
申込書に記入してください。

●　所得基準の見方
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Ａ　給与所得の方（会社員・パート・アルバイト・事業専従者等）

① 現在の勤め先へ就職した日が、令和４年１月２日以降の方

働いた月 税込支給額 賞　与
年　月
　月
　月
　月
　月
　月
　月
　月
　月
　月
月

　月

合　計
収入計 賞与計

現在の勤め先でのあなたの
月別収入を記入してください。 （1）就職した日が令和４年１月２日以降で１２か月分の収入がある方

令和５年５月からさかのぼって１２か月分の収入額を左表で合計
して推定年収を計算してください。

（2）就職した日が令和４年１月２日以降で１２か月に満たない方
実際に支払いを受けた収入額を左表で合計してから月額平均を出
し１２倍して推定年収を計算してください。

（3）就職した日が最近で１か月分の給与が支給されていない方
基本給、家族手当、住宅手当などの毎月必ず支給される固定的給
与を１２倍します。

☆２か所以上から給与を受けている場合は、合算した後で所得金額
に直してください。
☆休職期間がある場合は、福祉住宅サービスへお問合せください。

①で求めた推定年収をシルバーピアの所得金額に換算します。
　次の区分に従って、次ページの「総収入額をシルバーピアの所得金額に換算する計算式」にあてはめ
て換算してください。

　　（1）　推定年収が0円～ 1,627,999 円の方

　　（2）　推定年収が1,628,000 円～ 6,599,999 円の方
１２か月分の収入額を端数整理してから、次ページ表の「総収入額」に対応する計算式で所
得を計算します。
【端数整理の仕方】

→Ａの1,000円未満を切り捨てた額＝端数整理後の額

　　（3）　推定年収が6,600,000 円～ 8,499,999 円の方

収入計

固定的給与

収入計

収入のあった月数

賞与計

賞与計

推定年収

推定年収

推定年収

＋

×12＋

＝

＝

×　12　＝

÷４＝

７ページ（２）
「①総収入」に記入

１２か月分の収入額 A
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総収入額をシルバーピアの所得金額に換算する計算式

総収入額 税法上の所得金額 シルバーピアの
所得金額

550,999 円まで 0円 0円

551,000 円～ 1,618,999 円 総収入額－550,000 円 税法上の所得金額
－100,000 円

1,619,000 円～ 1,619,999 円 1,069,000 円 969,000 円

1,620,000 円～ 1,621,999 円 1,070,000 円 970,000 円

1,622,000 円～ 1,623,999 円 1,072,000 円 972,000 円

1,624,000 円～ 1,627,999 円 1,074,000 円 974,000 円

1,628,000 円～ 1,803,999 円 端数整理後の額× 2.4 ＋ 100,000 円

税法上の所得金額
－100,000 円

1,804,000 円～ 3,603,999 円 端数整理後の額× 2.8 － 80,000 円

3,604,000 円～ 6,599,999 円 端数整理後の額× 3.2 － 440,000 円

6,600,000 円～ 8,499,999 円 総収入額× 0.9 － 1,110,000 円

前ページの推定年収に対応して所得を計算します。

➡ ➡

（1）

（2）

（3）

７ページ（２）
「②所得」に記入

② 現在の勤め先へ就職した日が、令和４年１月１日以前の方

《源泉徴収票のある方》

《源泉徴収票のない方》
令和４年１月から令和４年12月までの税込支給額を合計した金額が総収入となります。
申込書の「総収入」の欄に記入し、上段の計算式で総収入額を所得金額に換算します。

4

文京区春日 1 - 16 - 21

文 京  太 郎

２３８６９９８ １４８８８００

ブンキョウ　タロウ

７ページ（２）
「①総収入」

に記入

７ページ（２）
「②所得」

に記入

この金額から100,000円を引いた金額を「所得」の欄
に記入してください。

※給与所得と年金所得の双方がある方や休職期間があ
る方は福祉住宅サービスへお問合せください。
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Ｂ　事業等所得の方（自営業・外交員等）

①

②

現在の仕事を始めた日が、令和４年１月１日以前で確定申告をしている方

上記①以外の方　下の表に従って１２か月分の所得金額を計算してください。

＜第一表＞ ＜第二表＞

申込者や同居親族に専業従事者がいる場合は、それぞれの
専従者給与額を８～９ページの計算式にあてはめて「シル
バーピアの所得金額」に換算してください。

1 4 8 8 8 0 0

文京　春子 12 月 800,000

1 4 8 8 8 0 0

4 確定

この金額から⑪を差し引いた金額を「所得」の欄に記入してください。

７ページ（２）
「②所得」に記入

営業した年月 収入　－ 必要経費 ＝所得金額
年　 月 　　　－ 　　　　 ＝　　　　
年　 月 　　　－ 　　　　 ＝　　　　
年　 月 　　　－ 　　　　 ＝　　　　
年　 月 　　　－ 　　　　 ＝　　　　
年　 月 　　　－ 　　　　 ＝　　　　
年　 月 　　　－ 　　　　 ＝　　　　
年　 月 　　　－ 　　　　 ＝　　　　
年　 月 　　　－ 　　　　 ＝　　　　
年　 月 　　　－ 　　　　 ＝　　　　
年　 月 　　　－ 　　　　 ＝　　　　
年　 月 　　　－ 　　　　 ＝　　　　
年　 月 　　　－ 　　　　 ＝　　　　

合 計
　か月（A）

所得金額計 円（B）

次の（1）（2）（3）からあてはまるケースを選び、所得を計算します。

●左表に該当する１年分の必要事項を記入してく
ださい。

（1）�確定申告をしていないが、令和４年１月１日
以前に現在の事業を始めた方
【令和４年１月から令和４年１２月まで】
☆�２次審査までに確定申告していることが必要
です。

（2）�現在の事業を始めた日が、令和４年１月２日
～令和４年６月１日までの方
【令和４年６月から令和５年５月まで】

（3）�現在の事業を始めた日が、令和４年６月２日
以降の方
【事業を始めた翌月から令和５年５月まで】
☆�下の計算式で１年分の所得金額を計算してく
ださい。

（B）所得金額合計

（A）営業した月数

推定所得金額
×12＝※　	病気等により１か月分に満たない

月がある場合は、その月を除いて
推定計算してください。
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Ｃ　年金を受けている方
☆　厚生年金、老齢年金、国民年金、共済年金、年金基金などの年金収入が対象です。遺族年金、障害
年金は所得計算の対象外です。また、個人年金は、確定申告で申告した金額を事業等所得に加算し
てください。

　　令和４年１月から令和４年１２月までに支払いを受けたすべての年金等を合計し、「所得金額」に換
算します。

①令和３年 12 月以前から年金を受けていて、変更のない方
「令和４年分公的年金等の源泉徴収票」などで支払金額を確認してください。

②令和４年 1 月以降に年金を受け始めた方、
　年金の支給額が変更になった方

「年金決定通知書・支給額変更通知書」などの金額を年額と
し、下表でシルバーピアの所得金額に換算してください。

４

支払金額を合計した額を
記入してください。

下表で計算した所得金額を
記入してください。

７ページ（２）
「①総収入」

に記入

７ページ（２）
「②所得」

に記入

年金収入をシルバーピアの所得金額に換算する計算式

本人の年齢 年金収入額 税法上の所得金額 シルバーピアの
所得金額

65歳以上
昭和33年7月
7日以前

に生まれた方

1,100,000 円まで 0円 0円

1,100,001 円～ 3,299,999 円 年金収入額－ 1,100,000 円 税法上の所得金額
－ 100,000 円3,300,000 円～ 4,099,999 円 年金収入額× 0.75 － 275,000 円

65歳未満
昭和33年7月
8日以降

に生まれた方

600,000 円まで 0円 0円

600,001 円～ 1,299,999 円 年金収入額－ 600,000 円 税法上の所得金額
－ 100,000 円1,300,000 円～ 4,099,999 円 年金収入額× 0.75 － 275,000 円

➡ ➡

◎ 4,099,999 円を上回る方や年金の他に収入がある方は、福祉住宅サービスへお問合せください。
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Ｄ　特別控除について
申込者又は同居親族に所得がある場合で、次の ｢控除の種類｣ にあてはまる場合は、
（１）の場合は申込世帯の合計所得金額から、（２）の場合はその方の所得金額から、それぞれの
特別控除金額を差し引きます。

（１）申込世帯の合計所得金額から差し引くもの（申込者・同居親族・遠隔地扶養者が対象です。）

控除の
種　類

特別控除
金　　額 特別控除を受ける方

㋐老人
扶　養
控 除

１人につき
１０万円

申込みのとき、所得税法上の扶養親族又は同一生計配偶者で
７０歳以上（昭和２８年７月７日以前生まれ）の方

㋑特定
扶　養
控 除

１人につき
２５万円

申込みのとき、所得税法上の扶養親族で１６歳以上２３歳未満
（平成１２年６月１７日～平成１９年７月７日生まれ）の方

㋒
障害者
控 除

１人につき
２７万円

１　愛の手帳３度 ･４度の方
２　精神障害者保健福祉手帳２級 ･３級の方
（障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方
を含む。）

３　身体障害者手帳３級～６級の方
４　戦傷病者手帳第４項症～第２目症の方
５　６５歳以上（昭和３３年７月７日以前生まれ）の方で、上記１又は

３と同じ程度である者として福祉事務所長の認定を受けている方

㋓
特 別
障害者
控 除

１人につき
４０万円

１　愛の手帳１度・２度の方
２　精神障害者保健福祉手帳１級の方（障害年金等の受給に際し、障

害の程度が同程度と判定された方を含む。）
３　身体障害者手帳１級・２級の方
４　戦傷病者手帳特別項症～第３項症の方
５　精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く方
６　原子爆弾被爆者の方で、厚生労働大臣の認定書の交付を受けてい

る方
７　常に就床を要し、複雑な介護を要する方
８　６５歳以上（昭和３３年７月７日以前生まれ）の方で、上記１又は

３と同じ程度である者として福祉事務所長の認定を受けている方

※「㋓特別障害者控除」を受ける方は「㋒障害者控除」をあわせて受けることはできません。

７ページ（２）
「⑥特別控除（１）」

に記入
（１）の特別控除金額の合計 万円
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（２）特別控除を受ける方に所得があるとき、その方の所得金額から差し引くもの
（申込者・同居親族が対象です。）

控 除 の
種　 類

特別控除
金　　額 特別控除を受ける方

㋔
寡 婦
控 除

２７万円

１　夫と離婚した後婚姻をしていない方で、次の①と②の両方にあ
てはまる方

　①年間所得金額が5,000,000 円以下の方
　②扶養親族を有する方
２　夫と死別した後婚姻をしていない方、又は夫の生死が明らかで

ない方で、年間所得金額が 5,000,000 円以下の方（「扶養親族
又は生計を一にする子」がいない方もあてはまります。）

㋕
ひとり親
控 除

３５万円

現に婚姻をしていない方又は配偶者の生死が明らかでない方で、次
の①と②の両方にあてはまる方
　①年間所得金額が5,000,000 円以下の方
　②生計を一にする子を有する方

７ページ（２）
「③特別控除（２）」

に記入
（２）の特別控除金額 万円

※　特別控除を受ける方の所得が特別控除金額よりも少ないときは、その所得金額と同額を差し
引きます。

※　「婚姻をしていない」とは、法律上の配偶者がいない場合のほか、内縁関係の方や婚約者がい
ない場合をいいます。

※　「㋕ひとり親控除」を受ける方は、「㋔寡婦控除」をあわせて受けることはできません。
※　「生計を一にする子」とは、他者の控除対象配偶者又は扶養親族ではない、かつ年間所得金額

が480,000円以下の場合をいいます。

１　「申込み後に、住所が変わってしまった」
　最寄りの郵便局に「転居届」を提出して、福祉住宅サービスからの通知を受け取れるように
してください。（福祉住宅サービスにご連絡いただいても住所変更はいたしません。）
２　「ポイント認定結果のお知らせが送られてこない」
　切手を貼っていない場合、不足している場合は、ポイント認定結果のお知らせをお送りでき
ません。はがきが届かない場合は、福祉住宅サービスへお問合せください。
３　「資格審査対象者となった後に住所が変わってしまった」
　最寄りの郵便局に「転居届」を提出して、審査通知を受け取れるようにしてください。あわ
せて、福祉住宅サービスへご連絡ください。また、転居前の住宅の賃貸借契約書等は廃棄せず
に保管しておいてください。

文京区福祉住宅サービス　電話　０３－５８０３－１２３８（直通）

こんなときは・・・
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●　ポイント方式による申込みから入居まで
（１）使用申込書の提出（添付書類が必要）
　使用申込書に記入して、窓口（文京シビックセンター１１階北側 福祉住宅サービス）に提

出してください。その際、申込内容を証明する書類（原本。コピー不可）の提示が必要です。

（窓口でコピーを取らせていただきます。）

　使用申込書の提出期限：令和５年７月６日（木）午後５時まで

　申込内容を証明する書類の提示期限：令和５年７月１３日（木）午後５時まで

　※上記提示期限を過ぎた場合、ポイントは付与できません。

（２）ポイントの認定と仮順位の通知
　使用申込書の裏面に記入された内容について、書類審査（１次審査）を行い、シルバーピア

住宅困窮度配点表（１５ページ）に従ってポイントを認定し、総合点を算出します。総合点の

高い順に仮順位を付け、申込者全員に通知します。（総合点が同点の場合は、直近で区内に継

続して居住している期間が長い方を上位とします。）

　ポイント認定結果通知日：令和５年８月２日（水）発送予定

　ポイントの認定結果に疑義がある場合は、再審査を申請することができます。（通知日の翌

日から１年以内に限ります。）

（３）２次審査
　ポイント認定結果の通知後に空き家が発生した場合、総合点の高い順に２次審査（書類審査

及び実態調査）を行い、合格すると入居となります。今回の募集による登録は、令和６年７月

３１日まで有効です。（それまでに発生した空き家が、入居の対象住宅となります。）

（４）入居の際に必要なもの
入居するには、　保証金（使用料の２か月分）　と　連絡先となる方１名　が必要です。

〔連絡先となる方の資格〕

原則として、日本国内に住所を有する成人で、使用者が入居するシルバーピアに同居しない方

※連絡先となった方には、緊急の際に連絡することがあるほか、使用者が使用料等を滞納した場

合に、使用者又はその相続人に対して使用料等を請求するにあたり、連絡することがあります。

（連絡先となった方へ使用料等を請求することはありません。）
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●　シルバーピア住宅困窮度配点表

Ⅰ　

住
宅
環
境

Ａ.住宅規模・構造

該当なし 旧耐震 単25/世30㎡未満 階段使用

0 2 4 6

住宅以外住居
※申込者が該当する項目のうち、最も高い１項目を加点対象とする。

8

Ｂ.住宅設備

項目 該当なし（専有） 共同設備 設備なし
風呂 0 1 3
トイレ 0 5 7
台所 0 3 5

※Ａ及びＢについて、過去２年以内に転居している場合は、転居前の状況と比較して点数（ＡとＢの合計点）の低い方を加点対象と
する。

Ｃ.立退き
（自己の責めに帰
すべき事由が原因
の場合は除く。）

該当なし 文書 訴訟 公共事業

0 2 5 10

※該当する項目のうち、最も高い 1項目を加点対象とする。
※「文書」：借地借家法第26条第 1項による通知を受けている。
※「訴訟」：契約の解除・解約の申し入れが訴訟になっている。
※「公共事業」：公共事業のための収用の場合
※定期借家及び通常の賃貸借契約に基づかない場合（社宅等）は対象外。

Ⅱ　

収
入
（
所
得
）・
家
賃
状
況

Ｄ.月額所得

65千円を超える 42千円を超え65千円以下 36千円を超え42千円以下 30千円を超え36千円以下

0 2 4 6

24千円を超え30千円以下 18千円を超え24千円以下 12千円を超え18千円以下 6千円を超え12千円以下

8 10 12 14

0円を超え6千円以下 0円

16 18

Ｅ.家賃負担割合

41.5％未満 41.5％以上45％未満 45％以上50％未満 50％以上55％未満

0 2 4 6

55％以上60％未満 60％以上65％未満 65％以上70％未満 70％以上

8 10 12 14

※年収が0円の場合は、14点とする。ただし、家賃が0円の場合は、0点とする。

Ⅲ　

そ
の
他

Ｆ.年齢

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

△26 △24 △22 △20 △18 △16 △14 △12 △10 △8 △6 △4 △2 0 2

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90以上

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

※年齢は、毎年７月末日を基準日として算定する。
※二人世帯の場合は、２人の年齢の合計を２で除して小数点以下を切り捨てる。
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●　使用申込書の書き方（記入例）

文京区シルバーピア使用申込書

令和５年６月　文京区シルバーピア空き家使用予定者募集

別記様式第１号（第３条関係）

文　京　区　長　殿
令和５年　　月　　日

２年以内
転　居 あり・なし申　込

区　分 ２　あき家 １　単身世帯
２　二人世帯

受付番号
（区使用欄）

申

　込

　者

現 住 所 文京区　　　　　　　　　丁目　　　　番　　　　号

フ リ ガ ナ 姓 名 生年月日� 年　　　月　　　日

氏　　 名 区民となった日
� 年　　　月　　　日

外 国 人 の
場合通称名

電話
番号

自宅　　　（　　　　）
携帯　　　（　　　　）

同

　居

　者

フ リ ガ ナ 姓 名 生年月日� 年　　　月　　　日

氏　　 名 区民となった日
� 年　　　月　　　日

外 国 人 の
場合通称名 続柄 携帯電話

　　　（　　　　）

　文京区シルバーピア条例第４条第１項の規定により、シルバーピアを使用したいので、申し込みます。

　二人世帯の場合のみ記入してください。

介護の状況について

支援者（親族、後見人、ケアマネジャー、ケースワーカー等）について

　申込みに当たっては、以下の事項を誓約し、又は同意します。
１　この申込書の記載内容が事実と相違するとき又は申込者（同居しようとする者を含む。以下
「申込者等」という。）が暴力団員であるときは、使用予定者の決定又は使用の許可を取り消され
ても異議がないこと。

２　この申込書の記載内容について確認するため、住民記録の情報、税の情報、その他文京区が有
する申込者等の情報について、所管課へ照会すること。
３　使用の許可を受けた後に、申込者等が暴力団員であることが判明したときは、速やかに住宅を
明け渡すこと。
４　申込者等が暴力団員であるか否かを確認するため、警視庁へ照会がなされること。

申込者氏名　　　　　　　　　　

介　護 介護度 利用している介護事業者

申込者 １　受けている
２　受けていない

要支援（　　　）
要介護（　　　）

名　称
電　話　　　　　（　　　　　）

同居者 １　受けている
２　受けていない

要支援（　　　）
要介護（　　　）

名　称
電　話　　　　　（　　　　　）

氏　　　名 氏　　　名

連絡先電話 　　　（　　　　） 連絡先電話 　　　（　　　　）

本人との関係 本人との関係

確認のうえ、署名してください。

6 19

春 日 １

文 京

ブンキョウ ハナコ

花 子

16 21

昭和 16

平成 19
03 5803 1238

××× ×××× ××××

3 15

6 3

1
○○介護サービス
０３ ×××× ××××

文京　太郎

××× ×××× ××××

長　男

文京　花子
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Ⅰ　住宅環境について
Ａ　住宅規模・構造について（該当するものがあれば、○をつけてください。）
①　昭和56年５月31日以前に着工された住宅（いわゆる旧耐震の住宅）である。ただし、耐震診

断により耐震性が確認された住宅及び耐震補強工事を行った住宅を除く。
②　部屋の面積が、単身者の場合25㎡、二人世帯の場合30㎡に満たない住宅である。
③　居室への出入りに階段（５段以下のものを除く。）を使用せざるを得ない住宅である。
④　居宅、寄宿舎又は共同住宅でないもの（倉庫、事務所、工場等）である。

Ｂ　住宅設備について（該当するものがあれば、○をつけてください。）
①　風呂について　　ア　ない　　イ　共同である
②　トイレについて　ア　ない　　イ　共同である
③　台所について　　ア　ない　　イ　共同である

Ｃ　立退きについて（該当するものがあれば、○をつけてください。）
①　家主から文書で立退き要求の通知を受けている。
②　家主から裁判で立退き要求を受けている。
③　公共事業のために立ち退かなければいけない。

Ⅱ　収入及び家賃の状況について
　Ｄ　収入について

申込者 同居者
収入 所得 収入 所得

給与収入（年額）
　　　　　　　　円

給与所得額
　　　　　　　　円

給与収入（年額）
　　　　　　　　円

給与所得額
　　　　　　　　円

課税年金収入（年額）
　　　　　　　　円
非課税年金収入（年額）
【遺族・障害・寡婦】
　　　　　　　　円

年金所得額（雑所得）

　　　　　　　　円

課税年金収入（年額）
　　　　　　　　円
非課税年金収入（年額）
【遺族・障害・寡婦】
　　　　　　　　円

年金所得額（雑所得）

　　　　　　　　円

事業所得額
　　　　　　　　　　　　　　円

事業所得額
　　　　　　　　　　　　　　円

その他の収入
（種類　　　　　�）
　　　　　　　　円
生活保護受給
　あり　・　なし

その他の所得額

　　　　　　　　円

その他の収入
（種類　　　　　�）
　　　　　　　　円
生活保護受給
　あり　・　なし

その他の所得額

　　　　　　　　円

総収入
　　　　　　　　円

総所得額
　　　　　　　　円

総収入
　　　　　　　　円

総所得額
　　　　　　　　円

　　　公営住宅法施行令第１条第３号の規定による特別控除
　　　（該当するものがあれば、○をつけてください）

　　　※給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する方は、基礎控除振替分が所得から控除されます。
　Ｅ　家賃について
　　　月額家賃（管理費、共益費等を除く。）　　　　　　　　円

Ⅲ　その他
　Ｆ　年齢　　令和５年７月３１日現在　申込者　　　　歳・同居者　　　　歳

老人扶養
（　）人

特定扶養
（　）人

障害者控除
（　）人

特別障害者控除
（　）人

寡婦控除 ひとり親控除

区
　使
　用
　欄

世帯の総所得額
円
月額所得

円
基礎控除振替

円

世帯の総収入額
円
月額収入

円
家賃負担割合

％

Ａ　認定点数

Ｂ　認定点数

Ｃ　認定点数

Ｄ　認定点数

Ｅ　認定点数

Ｆ　認定点数

600,000

1,500,000
300,000

800,000

2,900,000 300,000

60,000

81

0

収入及び家賃を証明する書類（次のページ参照）を

提示してください。

該当する項目があれば、○をつけてください。た

だし、ポイントとして認定されるには、そのこと

を証明する書類の提示が必要です。次のページを

ご確認ください。

Ａ〜Ｆ認定点数

記入しないで

ください。

非課税年金があれば該当する年金種類に

○を付けて金額を記入してください。

1
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●　ポイントの認定に必要な書類
　以下の書類の提示が必要となります。申込み時に持参してください。

注意事項
（１）令和３年８月１日以降に現在の住所に転居された場合は、使用申込書の所定欄に記入のう
え窓口でお申し出ください。転居前の状況をお伺いします。（ＡとＢのポイントに影響します。）

（２）就職や退職などにより給与が変動している場合は、現在の収入額を証明する書類を持参のう
え、窓口でお申し出ください。

（３）遺族年金・障害年金などの非課税年金がある場合は、年金額の通知書をお持ちください。
無年金の場合は、理由書（所定の書式）を提出していただきます。
 月額所得（Ｄ）の算出方法
　７～１３ページで算出した所得額（年額）を１２で割った額
 家賃負担割合（Ｅ）の算出方法

※　年収には、遺族年金・障害年金・生活保護費などの非課税収入も含みます。
※　事業所得がある場合は、事業所得額（赤字を除く）を年収に加算します。
※　確定申告で事業者が家賃を経費として申告している場合は、当該申告額を家賃から控除して

家賃負担割合を算出します。
※　家賃負担割合について、生活保護制度の住宅扶助を受けている場合、その分のポイント付与

はありません。

項　目 提示が必要な書類

Ａ　住宅規模・
　　構造

必要な記載がある賃貸借契約書等
※階段使用に関する記載を除く（２次審査時に確認します。）
お持ちでない場合は、家主等の証明書（所定の書式）

Ｂ　住宅設備 不要（２次審査時に確認します。）
Ｃ　立退き 立退き要求を受けていることを証明する文書（書式は問いません。）

Ｄ　収入 令和４年分の給与及び年金の源泉徴収票、確定申告書（控え）など
お持ちでない場合は、特別区民税・都民税課税（非課税）証明書

Ｅ　家賃 賃貸借契約書又は領収書（家賃及び共益費等の内訳がわかるものに限る。）
お持ちでない場合は、家主等の証明書（所定の書式）

Ｆ　年齢 不要（住民記録で確認します。）

家賃負担割合 ＝ （収入に対して家賃の占める割合）
家賃

年収÷１２

お申込み後に、区内で転居された場合又は収入に変動があった場合
　居住環境や家賃負担割合が変わる場合がありますので、２次審査時に認定ポイントの再算
出を行います。その結果、総合ポイントが下がって仮順位が下がった場合、その順位での入
居手続きが打ち切りとなります。（例えば、立退き要求を受けていて転居された場合は、立
退きのポイント（Ｃ）を失います。）
　なお、区外に転出された場合は、入居資格を失います。



19

●　申込み受付場所
文京区福祉住宅サービス（文京シビックセンター１１階北側）へ

　低層用エレベーターで１１階へおいでください。

１１階 

申 込 み 受 付 場 所 案 内 図

低層用エレベーター

国  保  年  金  課 

福祉住宅サービス 

郵便局

カフェ

ギャラリー
シビック

コンビニ
エンス
ストアー

受付

高層用エレベーター低層用エレベーター

エスカレーター

池

植 込 

入口

入口

春 日 通 り

千

川

通

り 吹抜

アートサロン
シ

ビ

ッ

ク

ホ

ー

ル



紋章 シンボルマーク

申 込 受 付 ・ 問 合 せ 先

文京区福祉住宅サービス
〒112-8555　文京区春日一丁目 16番 21号

文京シビックセンター 11階北側

電話　03－ 5803－ 1238　（直通）


